輸入業務委託範囲及び委託条件
(脱脂粉乳)
令和８年４月３０日
独立行政法人農畜産業振興機構

畜産経営の安定に関する法律(昭和３６年法律第１８３号)第１７条第１項の規定に基づき、輸入入札を実施します。
独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）が指定乳製品等輸入業務委託要領(昭和４１年４月１２日４１乳第５号。以下「要領」という。)に基づき、指定乳製品等輸入業者指定要領（昭和５９年１月２６日５８畜団第１７６３号）に規定する指定業者（以下｢指定輸入業者｣という。）に委託する輸入業務委託範囲及び委託条件は、要領に定めるもののほか、次のとおりとする。

１　輸入業務委託入札の日時及び場所
日時：令和８年５月２１日（木）
午前１１時００分から同１２時００分まで
場所：当機構北館１階会議室
入札については、郵送又は信書便若しくはメールによる提出も可能とする。いずれの場合も、事前に機構までその旨を連絡の上、入札日の１２時００分までに機構必着とし、郵送又は信書便については書留郵便等の配達記録が残るものとすること。また、メールによる場合は、別途機構が示す手順に留意すること。

２　輸入業務委託範囲
（１）機構が定める条件に適合する国外の製造業者から、機構が定める規格に適合する脱脂粉乳（以下「現品」という。）を買い入れ、輸入する業務

（２）現品を指定乳製品等保管倉庫指定要領（昭和４６年３月１５日４５乳第１５９４号）第２の規定に基づき機構が指定した倉庫（以下「指定倉庫」という。）まで運送する業務及びその付帯業務

（３）現品に係る食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）及び関税法（昭和２９年法律第６１号）その他の関連法令に基づく手続き及びその付帯業務

３　輸入業務の委託条件
（１）輸入品目
脱脂粉乳

（２）製造業者
現品の製造業者は、当該製造業者の所在国又は地域（以下「輸出国等」という。）の法令規則で定められた農薬、動物用医薬品及び飼料添加物（以下「農薬等」という。）の残留基準に適合する製品を製造しており、当該輸出国等の認定を受けた検査機関で検査を受けている者とする。

（３）品質規格等
現品は、すべて食品衛生法及び乳及び乳製品の成分規格等に関する命令（昭和２６年厚生省令第５２号。以下「乳等命令」という。）の規定に適合し、別添１｢指定乳製品等検査手順｣に従って実施する検査（以下「指定乳製品等検査」という。）に合格したものとする。

（４）製造方法
スプレー式によるものとする。

（５）正味重量
１袋当たり２５kgの一塊とする。

（６）入札に付する数量
脱脂粉乳（特Ａ３５規格）：７５０メトリックトン

（７）製造時期
令和８年５月１日以降とする。

（８）引渡期限
機構への現品の引渡しは、令和８年１１月３０日（月）までとする。

（９）引渡場所
機構の指定倉庫の置き場とする。

（１０）賞味期限
製造後１８カ月以上２４カ月以下（製造日から１８カ月から２４カ月後の応当日）とする。なお、本業務を受託した指定輸入業者（以下「受託者」という。）は、賞味期限の設定根拠を把握しておき、機構又は機構の売渡相手先から照会された場合には、適切に対処しなければならないものとする。

（１１）包装
①　内装は、厚さが０．０７５ミリメ－トル以上の内容物に影響を及ぼす物質を溶出しないポリエチレン製フィルムとし、現品を密封するものとする。
②　外装は、原則３枚以上のクラフト紙とし、ミシン縫い又はのり付け等で封印するものとする。
③　万一、外装に破損、汚損又は異物の付着等があった場合は、受託者はその商品価値を損なわず、かつ、国内流通に耐えうるよう手直しするものとする。
④　①又は②に適合しないもの（①においては内装の厚さが０．０７５ミリ未満のもの、②においては外装が３枚未満のものをいう。）で、内装又は外装の強度及び品質が同程度であると受託者が確約する旨の書面を提出する場合は、内装又は外装の仕様は①又は②によらないことができるものとする。

（１２）表示
外装には、見やすい場所に、種類別（名称）、原材料名、内容量、原産国名、賞味期限（年月日）、保存方法、輸入者名及び住所、製造方法、製造業者名及び住所、製造工場名及び住所並びに製造年月日（年月日）を略すことなく表示するものとする。製造工場名、製造年月日の表示は、記号であっても差し支えないが、その場合は読替表を提出するものとする。なお、現品の表示は、食品衛生法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）その他の関係法令等に適合したものとする。

（１３）安全確保に係る措置
受託者は、次の措置を講じることにより、現品の製造工程における安全確保に努めるものとする。
①　製造業者に、金属探知器による製品検査を行わせること。
②　製造業者に対し、製造機器類の安全点検を十分に行うよう指導すること。
③　製造工場から出荷する前に、製造機器類の修繕、補修等（以下「修繕等」という。）の有無を確認すること。
④　修繕等があった場合は、その原因、実施内容を精査し、問題が発生する可能性がない製品を輸入対象とすること。

（１４）到着後の検査等
①　指定乳製品等検査
受託者は、食品衛生法第３３条の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関（以下「登録検査機関」という。）であって指定乳製品等検査を確実に実施できる登録検査機関に、検査を申し込むものとする。なお、検査料は受託者の負担とする。
②　その他の項目の審査及びその判断基準等については、別添２によるものとする。

（１５）規格基準等に適合しない現品の取扱い
①　受託者は、指定乳製品等検査で規格基準等に適合しない現品については、以下のとおり取り扱うものとする。
ア　事実判明後、遅滞なく機構に報告し、その指示に従うこと。
イ　現品は、４の（６）の検収対象品と明確に判別できるように「販売禁止品」と表示した上で区分して保管すること。
ウ　現品は、国内に流通させずに輸出国等に返送等又は廃棄処分（以下「廃棄等」という。）とすること。なお、廃棄等の処理費用は、受託者が負担すること。
エ　廃棄等の計画及びその顛末について、別紙様式第２号に証拠書類を添えて機構に報告すること。
②　機構は、受託者から①のアの報告を受けたときは、速やかに現物の数量及び保管状況等を確認する。

（１６）サンプル採取品の取扱い
機構は、品質検査に供するサンプルを採取した現品を買い入れないものとする。受託者は当該現品に対し責任をもって処分するものとする。

（１７）受託者の瑕疵担保責任
機構が検収後の当該現品を検収場所となった指定倉庫に保管中において、寄託倉庫管理者の保管管理に過失がないことが明らかであるにもかかわらず、現品の瑕疵が判明した場合には、受託者は、当該瑕疵に関する一切の責任を負うものとし、当該現品については、（１５）に準じて取り扱うものとする。

（１８）需要者等の要望への対応
①　受託者は、食品に対する健全性や安心を求める消費者の意識の高まりと、原材料の品質やその安定性等に対する需要者の厳しい認識に応え、機構の売渡しにおいて販売不成立となることのない現品を輸入するものとする。
②　受託者は、需要者の意向等（色沢、風味、製造者等）についても十分に調査し、機構の売渡しにおいて需要者の支持が得られる現品を調達しなければならない。

４  入札及び輸入業務
（１）入札保証金
入札保証金は免除する。

（２）入札書の記載事項
①　入札書は、別紙様式第１号によるものとする。
②　同一入札書に記載する入札数量は、２０メトリックトン以上３００メトリックトン以下とし、小数点第１位未満の端数は付さないものとする。
③　同一入札書に係る現品は、同一国で同一の規格のものとし、原則として同一製造工場において３０日以内に製造されたものとする。
④　入札価格は、１メトリックトン当たりの引渡価格とし、消費税及び地方消費税に相当する額（以下「消費税相当額」という。）を含まない価格とする。また、１円未満の端数は付さないものとする。

（３）落札の決定
①　落札は、規格ごとに、機構の定める予定価格以下の応札（以下「有効応札」という。）の中から、入札価格の低い順に決定するものとする。
②　機構は、落札した指定輸入業者に指定乳製品等輸入業務委託通知書（以下「委託通知書」という。）を交付する。

（４）契約の締結
①　受託者は、落札した同一入札書により決定される委託契約（以下「個別契約」という。）ごとに契約金額（落札価格に落札数量を乗じて得た金額に消費税相当額（１円未満の端数は切捨て)を加算した額をいう。）の１パーセント以上の契約保証金等を、委託通知書交付の日の翌日から起算して７日以内（土日、祝日及び行政機関又は金融機関の休日を除く）に機構に納付するものとする。
②　輸入業務委託契約は、①の契約保証金等の納付をもって成立するものとする。

（５）指定乳製品等売買システムの利用
受託者は、契約締結後の事務手続については、指定乳製品等売買システムを使用するものとする。なお、対象となる事務手続については、機構の指示に従うものとする。

（６）検収
①　受託者は、原則として個別契約ごとに機構に検収を申し込むものとする。
②　検収申込書に記載する税込の請求金額は、検収日の消費税率（消費税及び地方消費税の税率を併せたものをいう。）で計算した金額を記載するものとする。
③　受託者は、検収を申し込むに当たり、次の書類を添付するものとする。
ア　要領第１３の２の規定に基づく次の書類
（ア）送状（写し）
（イ）入庫報告書（写し）
（ウ）食品等輸入届出書・届出済書（写し）、輸入食品等試験成績証明書（写し）
（エ）輸入許可通知書（写し）
（オ）指定乳製品等検査証明書
（カ）現品の保管倉庫が発行する指定乳製品等在庫証明書及びはい付け図
イ　外装を手直しした現品を含む場合は、当該手直しに係る苦情に対して責任をもって対処する旨を確約する書面（手直しの状況が分かる写真を添付すること。３の（１１）の④にあっては、これに準じた書面を添付すること。）
ウ　製造業者の品質管理責任者が発行する次の内容を含む書面
（ア）現品は、すべて法令に基づく品質・衛生基準はもとより、製造業者の原料乳の衛生基準、製造工程の衛生基準に基づき製造され、出荷前の検査に合格した製品であり、その品質・安全性について保証する。
（イ）製造時の製造機器類の保守・点検記録、修繕記録の精査等により、異物混入の原因となる要素がなく、製造工程の金属探知器検査をパスしたもので、異物混入がないことを確認する。
エ　製造国側で実施した残留農薬等検査結果（写）及び当該検査機関の国等の認定を証する書類（写）
オ　その他機構が指示する書類
④　機構は、提出された書類を審査し、特に不備がなければ当該書類を受理した日から起算して５日以内（土日、祝日及び行政機関又は金融機関の休日を除く）に検収を行うものとする。
⑤　検収に当たっては、検収日の前日の１２時００分までに、システムにより検収申込書等を機構へ提出するものとする。

（７）引渡数量
①　機構に対する現品の引渡数量は、個別契約に係る引渡数量については契約数量に対する２パ－セントの減少の範囲内とする。
②　受託者は、機構に対する引渡数量が個別契約数量の２パーセントを超えて不足する場合は、速やかにその顛末を機構に報告し、その指示に従うものとする。また、この場合、機構は、（１１）の②に準じて受託者から個別契約数量に対する不足数量について違約金を徴するものとする。
③　受託者ごとの引渡数量の合計は、個別契約に係る数量の合計を超えてはならないものとする。
④　上記①及び②の増減率の算出においては、引渡数量に買入対象外とするサンプル採取品の数量を加えて計算するものとする。

（８）代金決済
①　受託者は、代金の請求を検収した現品ごとに、検収が完了した日から起算して３日以内（土日、祝日及び行政機関又は金融機関の休日を除く）に行うものとする。
②　機構は、代金の支払を①の請求ごとに行うものとし、その額は契約単価に検収数量を乗じて得た額（１円未満の端数は切捨て）に消費税相当額（１円未満の端数は切捨て）を加えて得た額とする。
③　代金の支払は、機構が検収した日から起算して１０日以内（土日、祝日及び行政機関又は金融機関の休日を除く）に行うものとする。

（９）契約保証金等の返還
①　受託者は、個別契約を履行した後に当該契約に係る契約保証金等の返還請求を行うものとする。
②  機構は、①の返還請求書を受理した日から起算して２０日以内（土日、祝日及び行政機関又は金融機関の休日を除く）に契約保証金等を返還するものとする。

（１０）引渡しが遅延した場合の処置
①　機構は、原則として引渡期限を超えて現品を買い入れないものとする。
②　受託者は、引渡期限を超えることが見込まれる場合は、速やかに機構に報告し、その指示に従うものとする。
③　機構は、需給上等特に必要と認めて引渡期限を超えて現品を買い入れる場合には、引渡期限の翌日から引渡しの日までの期間について、個別契約に係る数量に対する遅延数量につき１日１メトリックトン当たり１００円の割合で違約金を徴するものとする（１円未満の端数は四捨五入）。ただし、引渡しの遅延が天災地変等によるものであって、機構がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

（１１）契約の解除
①　機構は、受託者が次のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
ア　正当な事由により契約の全部又は一部の解除を請求したとき
イ　契約に関して虚偽の申立て又は不正行為をしたとき
ウ　正当な事由なくして、契約の全部又は一部を履行せず又は契約に違反したとき
エ　正当な事由なくして、契約の履行に際し、機構の指示に従わないとき
②　機構は、①のイからエにより契約の全部又は一部を解除したときは、個別契約に係る数量に対する不足数量１メトリックトン当たり１０，０００円の割合で違約金を徴するものとする。この場合、契約保証金等の返還の際に相殺するものとし、不足する場合は、別途請求するものとする。

（１２）輸入業者指定要領上の取扱い
機構は、引渡遅延又は契約解除の数量が、それぞれ当該輸入業務委託入札の契約数量の５０パーセント以上となった受託者に対し、指定乳製品等輸入業者指定要領第５の規定を適用することがあるものとする。

５　その他
受託者は、本委託条件に定めのあるもの以外の事項において、輸入業務の受託に係る契約履行に支障が生じた場合には、機構と協議の上、その対策を決めるものとする。

＜独立行政法人の契約に係る情報の公表＞
	独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
　これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
　なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
（１）公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
①　当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること
②　当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること
※　予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
（２）公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①　当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構における最終職名
②　当機構との間の取引高
③　総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上
④　一者応札又は一者応募である場合はその旨
（３）当方に提供していただく情報
①　契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構における最終職名等）
②　直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
（４）公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約については原則として９３日以内）





６
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別紙様式第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　年　月　日

　独立行政法人農畜産業振興機構
　　理事長　天羽　隆　　殿
会 社 名
代表者名
法人番号

入   札   書

　貴機構の｢指定乳製品等輸入業務委託要領｣及び｢輸入業務委託範囲及び委託条件｣（令和８年４月３０日付け）を承諾の上、下記のとおり入札いたします。

記

	品　　　　　目
	脱　脂　粉　乳

	規　　　　　格
	特A３５規格

	引　渡　期　限
	別に定める

	製造国（コード）
	

	入札数量
	メトリックトン

	入札価格
	円／メトリックトン


注１　オファーシートの写しを添付すること。
２　入札価格には、消費税相当額を含めないこと。
３　入札数量は２０メトリックトン以上３００メトリックトン以下とし、小数点第１位未満の端数は付さないこと。







　（ 参  考 ）
	積出港
	

	出港予定年月
	令和     年      月 

	船名
	

	揚地
	京 浜 ・ 中京 ・ 阪 神 ・ その他

	引渡予定年月
	令和     年      月  

	製造工場名
	


(注)　該当する揚地を丸で囲むこと。

　　（入札価格の積算基礎）
	項        目
	金額
（円／ﾒﾄﾘｯｸﾄﾝ）
	備        考

	１ 買 入 価 格
（CIF価格）
	
	CIF価格（外貨建て）：
C&F価格（外貨建て）：
保険料：C&F価格の       ％
EX.rate：

	２ 輸 入 関 税
	
	CIF価格×関税率（２５％）
EX.rate：

	３ 輸入諸掛り

	
	

	４ 委託手数料
	
	
CIF価格（邦貨建て）の     ％

	
合        計
	
	
（１＋２＋３＋４）




	法人番号
	輸入業者名

	１００１
	三井物産株式会社

	１００５
	正栄食品工業株式会社

	１００６
	株式会社野澤組

	１０１１
	株式会社明治屋

	１０１２
	野村貿易株式会社

	１０１７
	雪印メグミルク株式会社

	１０１８
	伊藤忠商事株式会社

	１０１９
	株式会社明治

	１０２０
	森永乳業株式会社

	１０２３
	協同乳業株式会社

	１０２４
	よつ葉乳業株式会社

	１０２５
	双日食料株式会社

	１０２６
	高梨乳業株式会社

	１０２７
	フォンテラ　ジャパン株式会社

	１０２８
	日成共益株式会社

	１０３２
	ソディアル・ジャパン株式会社

	１０３３
	川商フーズ株式会社

	１１０１
	今戸食品工業株式会社

	１１０４
	メグレ・ジャパン株式会社

	１１０５
	株式会社ラクト・ジャパン

	１１０６
	アーラ・フーズ・イングレディエンツ・ジャパン株式会社

	１１０７
	株式会社サンフコ

	１１０８
	今中株式会社

	１１１０
	株式会社ビーイング

	１１１１
	株式会社セリオン

	１１１５
	株式会社デイリー・インポート

	１１１６
	株式会社キユーピーエッグワールドトレーディング

	１１１８
	株式会社ちぼりインターナショナル

	１１２０
	ＪＡ全農インターナショナル株式会社

	１１２１
	ＡＤＥＫＡ食品販売株式会社

	１１２２
	サプート・デイリー・ジャパン株式会社

	１１２３
	株式会社グローバルウォーク

	１１２４
	デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社

	１１２６
	カーギルジャパン合同会社

	１１２７
	オーウイル株式会社

	１１３７
	伊藤忠食糧株式会社


別紙様式第１号の参考の１
	製造国コード
	国　　名

	０１０
	オーストラリア　　　　　　　AUSTRALIA

	０１１
	ニュージーランド　　　　　　NEWZEALAND

	０１２
	ベルギー　　　　　　　　　　BELGIUM

	０１３
	オランダ　　　　　　　　　　NETHERLAND

	０１４
	フランス　　　　　　　　　　FRANCE

	０１５
	イギリス　　　　　　　　　　UK

	０１６
	アイルランド　　　　　　　　IRELAND

	０１７
	ドイツ　　　　　　　　　　　GERMANY

	０１８
	デンマーク　　　　　　　　　DENMARK

	０１９
	アメリカ　　　　　　　　　　AMERICA

	０２０
	カナダ　　　　　　　　　　　CANADA

	０２１
	フィンランド　　　　　　　　FINLAND

	０２２
	スウェーデン　　　　　　　　SWEDEN

	０２３
	オーストリア　　　　　　　　AUSTRIA

	０２４
	チェコ　　　　　　　　　　　CZECH

	０２６
	シンガポール　　　　　　　　SINGAPORE

	０２７
	エストニア　　　　　　　　　ESTONIA

	０２８
	スロベニア　　　　　　　　　SLOVENIA

	０２９
	ポーランド　　　　　　　　　POLAND

	０３０
	インド　　　　　　　　　　　INDIA

	０３１
	イタリア　　　　　　　　　　ITALY

	０３５
	スイス　　　　　　　　　　　SWITZERLAND

	０３６
	イスラエル　　　　　　　　　ISRAEL

	０４３
	リトアニア　　　　　　　　　LITHUANIA

	０９９
	ウルグアイ　　　　　　　　　URUGUAY

	１００
	アルゼンチン　　　　　　　　ARGENTINA

	１１０
	ハンガリー　　　　　　　　　HUNGARY


※上記にない製造国コードについては、乳製品課までお問合せください。


 (
入札書と一緒に添付せず、入札受付の際に別途ご提出下さい
)別紙様式第１号の参考２




脱脂粉乳輸入入札　応札重量確認表
令和　　年　　月　　日

輸入業者：


	
	特Ａ３５規格
	合計

	入札書
	枚
	枚

	応札重量
	トン
	トン




別紙様式第２号

指定乳製品等（脱脂粉乳）に係る廃棄等の処理（計画書・報告書）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
独立行政法人農畜産業振興機構
理事長　天羽　隆　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地　　　　　　　　　　　
会　社　名　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　

　令和　　年　　　月　　　日付け　　農畜機第　　　　号により貴機構より業務委託の依頼を受けました脱脂粉乳につきまして、品質規格等に合致しない現品が判明したので、その処理方法について下記のとおり報告します。

記
	①契約番号
	　
	②規格
	
	③製造国
	

	④製造工場　
	
	⑤契約数量
	　　　トン
	⑥本件対象数量
	トン

	⑦積来本船名
	
	⑧入港年月日
	令和　　年　　月　　　日

	⑨保管倉庫
	
	⑩庫室番号
	

	⑪住所・電話番号・代表者
	住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＴＥＬ：　　（　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名：

	⑫廃棄等の処理方法(右より選択)
	□
	廃棄処分
	処理施設名及び処理業社名
	
	住所・電話番号・代表者
	住所：
ＴＥＬ：　　（　　）　　　　　　　代表者：

	
	□
	製造国等へ輸出
	国　　　　名
	
	本　　船　　名
	
	積　　出　　港
	

	⑬廃棄等の処理日(⑫の処理年月日)
	年　　　　月　　　　日
	⑭荷役期間
	自：令和　　年　　月　　日～至：令和　　年　　月　　日

	⑮廃棄等の処理明細(⑫の具体的な処理方法を記載)


注１：計画書にあっては予定を記載すること。
注２：証拠書類（写し）を添付すること。
別紙様式第２号の証拠書類について

１　輸入に係る証拠書類（①から⑪欄）
ａ　インボイス
ｂ　船荷証券
ｃ　検査結果のわかる書類
ｄ　製造業者及び工場の概要がわかる書類
ｅ　⑨から⑪については、保管倉庫の概要がわかる書類（機構の指定倉庫又は登録倉庫の場合は不要）

２　廃棄等に係る証拠書類（⑫欄）
Ａ　廃棄処分を選択した場合
ａ　廃棄処理を行う廃棄物処理施設の概要（処理能力、廃棄物処理に係る自治体の許可番号等）がわかる書類
ｂ　廃棄処理を他に委託する場合は、委託契約書等の契約内容がわかる書類
ｃ　廃棄処理に期間を要する場合には、処理予定日ごとの数量を記載した計画書（なお、計画に変更があった場合は、その都度変更した旨を報告すること）
ｄ　廃棄物の運搬をする業者の概要（廃棄物処理に係る自治体の許可番号等）がわかる書類
ｅ　廃棄物処理施設における処理日ごとの処理数量が確認できる搬入確認書、受払い伝票等の諸帳簿類の写し

Ｂ　製造国等へ輸出する場合
積戻し許可通知書（又は輸出許可証（又は申告書））

３　その他
機構は、１及び２以外の証拠書類の提出を求めることがある。
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別添１
	
指定乳製品等検査手順

（趣旨）
第１条　委託条件３の（１４）の①の指定乳製品等検査の手順及び検査方法は本手順に定めるところによるものとする。

（検査の依頼）
第２条　指定輸入業者は、登録検査機関に指定乳製品等検査を依頼する場合は、委託条件及び本手順を提示し、登録検査機関は指定乳製品等検査を受託する場合は、法令を順守し、委託条件及び本手順に従い検査を行うものとする。指定輸入業者は、同一検査荷口の指定乳製品等検査を複数の登録検査機関に対して依頼することはできないものとする（第６条の再検査を含む。）。

（検査試料の採取）
第３条　登録検査機関は前条により依頼のあった指定乳製品等検査について、次の各号により依頼ごとに検査試料を抽出採取するものとする。なお、試料を採取する者は、次の各号の内容を熟知し、かつ外観等の検査能力を有するものであること。
（１）同一の工場において同一の日に製造されたものをもって１検査荷口とする。
（２）１検査荷口からの抽出個数（缶、箱、袋）は、別表２のとおりとし、厚生労働省の輸入食品等モニタリング検査の実施に係る通知の「ロットの荷の大きさと開梱数」に定める基準を満たすものとする。
（３）試料の採取量は、抽出された個数（缶、箱、袋）から、バターは１００グラム以下、バター以外の乳製品は３００グラム以下とする。
（４）試料の採取方法はＩＳＯ７０７／ＩＤＦ standard ５０に準じるものとする。


	
　




















	


（検査方法及び判定基準等）
第４条　登録検査機関は、前条の規定により採取した検査試料を別表１の検査項目について当該検査方法によって試験し、その結果を同表の規格基準と対照して、別添２に示す検査方法の判定基準に基づき当該検査荷口が規格に適合するか否かを判定するものとする。ただし、別表１の特定項目について同表の規格基準に適合しない検査試料があった場合には、検査方法の判定基準にかかわらず当該検査荷口を不適格とする。
２　検査は、抽出した各検体別に行うものとし、混合検体（コンポジット）によるものは不可とする。

（検査結果の通知）
第５条　登録検査機関は、指定乳製品等検査の結果について別紙様式例による指定乳製品等検査証明書を指定輸入業者に交付するものとする。

（再検査）
第６条　指定輸入業者は前条による指定乳製品等検査証明書により、検査荷口の一部が規格に適合しない旨の通知を受けた場合には、第４条第１項ただし書きに該当する場合を除き、その日から７日以内に当該荷口について再検査を依頼することができる。なお、再検査の実施、検査試料の採取、検査方法及び判定基準については、別表２によるものとし、この再検査の結果を最終判定とする。
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別表１

脱脂粉乳の検査項目、規格基準及び検査方法（特Ａ３５規格）
	検査項目
	規 格 基 準
	検 査 方 法
	備考

	外 観
	色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの
	官能検査による。
	

	風 味
	酸味、塩味、変質臭、焦げ臭、その他の異臭味をほとんど有しないもの
	官能検査による。
	

	溶解度
	不溶物が０．４０ｍｌ以下のもの
	ＡＤＰＩによる。
	

	乳固形分
	９５．０％以上のもの
	乳等命令による。
	

	無脂乳固形分中のタンパク質
	３５％以上のもの
	ケルダール法による
	

	水 分
	５．０％以下のもの
	乳等命令による。
	

	乳脂肪分
	１．５％以下のもの
	乳等命令中、乳製品の乳脂肪分の定量法を準用する。
	

	スコーチド
パーティクル
	ディスクＡのもの
	ＡＤＰＩ(Water Disc Method）の準用による。（試料量：５０g）
	

	細菌数
	１g当たりの細菌数が
５，０００以下のもの
	乳等命令による。
	※

	高温菌数
	１g当たりの高温菌数が
４，０００以下のもの
	APHAによる。
	

	耐熱性菌数
	１g当たりの耐熱性菌数が
１，０００以下のもの
	APHAによる。
	

	　大腸菌群
	大腸菌群が「陰性」のもの
	乳等命令による
	●

	注
	１　「ADPI」はADPI(American Dairy Products Institute)のSTANDARDS for GRADES of DRY MILKS including Methods of ANALYSIS(Bulletin９１６)を意味する。
２　「APHA」は、APHA(American Public Health Association)のStandard Methods for The Examination of Dairy Productsを意味する。
３ 特定項目（備考欄●印）については、同表の規格基準に適合しない検査試料が１個でもあった場合には、当該検査荷口を買い入れないものとする。
４ 細菌数(備考欄※印)については、検査の結果、１gあたりの細菌数が５０,０００を超えた場合は、特定項目として取り扱うものとする。



別表２

検体抽出個数及び判定基準について
	
１　検体抽出個数及び合格判定個数は、１荷口を構成する個数に応じて次のとおりとする。

	検体抽出方法等

	検査荷口の大きさ
	検体抽出個数
	合格判定個数

	１５０以下
	３
	０

	１５１～１,２００
	５
	１

	１，２０１～５，０００
	８
	１

	５，００１以上
	１３
	２



２　検査荷口ごとの検体抽出個数のうち別表１の規格基準に適合しないものが合格判定個数を上回らない場合、この検査荷口を適格と判定する。

３　第６条の再検査は、合格判定個数を１個上回って不適格と判定された場合、一度に限り申込みを行うことができるものとする。




（別紙様式 例）

指 定 乳 製 品 等 検 査 証 明 書（例）

第 　　 　　　　　　号
令和　　年　　月　　日
殿

　令和　　年　　月　　日に依頼された供試品について指定乳製品等検査手順に基づき試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

登録検査機関名　　　

	指定乳製品の種類
	脱脂粉乳(　　　規格)
	生産国、
製造者名
及び記号
	

	検査対象数量
	　　　(BG)　　　（ｔ）
	
	

	輸入業者名
	
	保管倉庫名
	

	検　　　　　査　　　　　成　　　　　績

	賞味期限
　　(製造年月日)
試験項目
	

	外観
風味
細  菌  数 (/g)
高 温 菌 数 (/g)
耐熱性菌数(/g)
大腸菌群
水      分 (%)
乳 固 形 分 (%)
乳 脂 肪 分 (%)
無脂乳固形分中のタンパク質(%)
溶   解   度 (ml)
スコーチド・パーティクル
	１)
１)
２)
３)
３)
２)
２)
２)
４)
５)
６) ７)
	

	検査結果
	適格数量　（袋）
	

	
	不適格数量（袋）
	

	試験法
	１)官能検査による。　２)乳等命令による。　３)APHAによる。　４))乳等命令中の乳製品の乳脂肪分の定量法の準用による。　５)ケルダール法による。　６)ADPIによる。　７)ADPIのWater Disc Methodによる。ただし、試剤量を５０ｇとする。


依頼数量　　　（BG）　　　（t）　　　　　　　　　　　契約番号　　-　　-　　-　　　　-　　


※　本様式例のすべての記載項目を網羅していれば、必ずしも本様式によらなくてもよい。


（参考：指定乳製品等検査証明書の記載例）
指 定 乳 製 品 等 検 査 証 明 書

第00000012345678号
令和〇年〇月〇日

株式会社　○○○○　殿

　令和〇年〇月〇日に依頼された供試品について指定乳製品等検査手順に基づき試験した結果、下記のとおりであることを証明します。
××××検査協会　　　


	指定乳製品等の種類
	脱脂粉乳（特A３５規格）
	生産国、
製造者名
及び記号
	U.S.A
△△△△Ltd．××Factory
REG.１２３４５６７８９

	検査対象数量
	1,000（BG）25.000（t）
	
	

	輸入業者名
	株式会社　○○○○
	保管倉庫名
	㈱××倉庫　××物流センター

	検　　　　　　　査　　　　　　　成　　　　　　　績

	賞味期限
　　（製造年月日）
試験項目
	〇.〇.〇
(〇.〇.〇)
	〇.〇.〇
(〇.〇.〇)
	〇.〇.〇
(〇.〇.〇)
	〇.〇.〇
(〇.〇.〇)
	〇.〇.〇
(〇.〇.〇)

	外観
風味
細  菌  数 (/g)
高 温 菌 数 (/g)
耐熱性菌数(/g)
大腸菌群
水      分 (%)
乳 固 形 分 (%)
乳 脂 肪 分 (%)
無脂乳固形分中のタンパク質(%)
溶   解   度 (ml)
スコーチド・パーティクル
	１)
１)
２)
３)
３)
２)
２)
２)
４)
５)６)
７)
	正常
良
４１０
４２０
４５０
陰性
３.８
９６.２
０.５
３５
０.０５
Disk．A
	正常
良
４００
４１０
４２０
陰性
３.７
９６.１
０.６
３６
０.０６
Disk．A
	正常
良
４００
４２０
４４０
陰性
３.８
９６.２
０.６
３５
０.０５
Disk．A
	正常
良
４１０
４１０
４５０
陰性
３.８
９６.２
０.５
３５
０.０５
Disk．A 
	正常
良
４１０
４２０
４５０
陰性
３.８
９６.２
０.５
３５
０.０５
Disk．A

	検査結果
	適格数量（箱）
	４００
	４００
	２００

	
	不適格数量（箱）
	０
	０
	０

	試験法
	１)官能検査による。　２)乳等命令による。　３)APHAによる。　４))乳等命令中の乳製品の乳脂肪分の定量法の準用による。　５) ケルダール法による。　６)ADPIによる。　７)ADPIのWater Disc Methodによる。ただし、試剤量を５０ｇとする。


依頼数量1,000（BG）　25.000（t）　　　　　　　　　　　　　　契約番号　9999－21－99－9999－99

※　本様式例のすべての記載項目を網羅していれば、必ずしも本様式によらなくてもよい。
※　特定項目の基準を満たしていない場合は、他の項目が基準を満たしていたとしても不適格とすること。



	別添２（委託条件３の（１４）の②の判断基準等）
	

	項　目
	外　装
	内　装
	（参考）指定乳製品等検査

	① 検査実行者

	・指定倉庫　　・指定輸入業者
	・登録検査機関
	・登録検査機関

	② 抽出プラン
	・　指定倉庫はデバン時に外装の状況把握を行い、下記検査対象項目に該当する外装を発見したときは「ハイ」を別に組み、その旨を指定輸入業者に連絡する。
・　指定輸入業者は、当該現品を自ら視認し、その状況を機構に届け出る。

	・　検収申し込みロットごとに、別添１の別表２で定める抽出方法による（食品衛生法及びJAS法準拠）。
	・　検収申し込みロットごとに、別添１の別表２で定める検体抽出方法による（食品衛生法及びＪＡＳ法準拠）

	③ 検査対象項目

	・　破損（封印不良を含む）、異物付着、汚損
	・フィルムの厚さ
・包装状態（判断に迷う場合は、指定輸入業者及び機構へ連絡する。）
	・　委託条件に定めるもの（外観、風味、乳脂肪分、乳固形分、無脂乳固形分中のﾀﾝﾊﾟｸ質、水分、細菌数、大腸菌群、溶解度、ｽｺｰﾁﾄﾞ･ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ）

	④　品質規格等
　に合致しない
　現品発生時の
　対応

	・　外装等に破損等があった場合には、すべて破損部分を補修することを前提に手直し品として検収対象とする。ただし、指定輸入業者は、再発防止及びユーザーからのクレームに責任を負うべく念書を機構に提出する。

	ア　抽出サンプルのうち委託条件を満たさないものが２０％以下の場合
　　すべて検収対象とする。ただし、指定輸入業者は、再発防止及びユーザーからのクレームに責任を負うべく念書を機構に提出する。
イ　抽出サンプルのうち委託条件を満たさないものが２０%を超える場合
　　抽出プランと同数の個数のサンプルを再度抽出し、再検査を実施する。
(ア)　その結果、２０％以下の場合・・・アの措置に準ずる。
(イ)　その結果、２０％を超える場合・・・抽出プランの２倍の個数のサンプルを再度抽出し、検査する(機構実施）。
ⅰ　その結果、２０％以下の場合・・・アの措置に準ずる。
ⅱ　その結果、２０％を超える場合・・・当該ロットは、買い入れない。

	ア　検査対象項目中、特定項目（細菌数（A規格のみ）、大腸菌群）が陽性のものが１箱でも発見された場合、その検査ロット（同一工場、同一製造日に製造されたロット）は買い入れない。
イ　他の検査項目において、別添１の別表１の規格基準を満さないものが発見された場合は、別添１の「指定乳製品等検査手順」第６条に基づく再検査を実施。JAS法に準拠した判断基準を基に判断する。

	
	・　外装及び内装の規格が委託条件３の（１２）の①又は②に適合しないもの（①においては内装の厚さが
０．０７５ミリ未満のもの、②においては外装が３枚未満のものをいう。）で、内装又は外装の強度及び品質が同程度であると受託者が確約する旨の書面を提出する場合は検収対象とする。
	






（様式例）
残留農薬等検査結果について

令和　　　年　　　月　　　日
	住　所
	

	会社名
	

	代表者氏名
	



１　製造工場等明細
	製造地域・国
	

	製造メーカー名・工場名(工場番号)
	


	上記住所
	

	製造品目
	

	
２　製造業者等が直近に実施した農薬等残留検査の検査結果

	検体採取方法
	

	検査実施頻度
	

	検査項目
	

	検査実施日
	

	検査結果の適否
	　　　問題なし　　　・　　　その他

	備考
	

	※添付書類：検査証明書の写し等。必要に応じ和訳を添付すること。

３　農薬等残留検査を行っている検査機関が輸出国等の認定を受けている旨の証明書

	検査機関名
	

	検査機関の認定をしている組織名
	

	※添付書類：輸出国等の認定を受けている旨がわかるもの。
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